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会 議 録 

会議の名称 第 14 回（仮称）みどりの南小学校、みどりの南中学校  

開校準備委員会 

開催日時 令和５年９月 13 日（水） 開会 18：30 閉会 21：00 

開催場所 つくば市役所２階 202 会議室 

事務局（担当課） 教育局 学務課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

井上拳吾、金子朋子、松本麻衣、谷池真彦、髙橋正典 

松本智加、熊谷みを、関美智子、牧野祐一、谷山友香 

事務局 学び推進課指導主事 原野智子、学務課課長 下田裕久 

学務課課長補佐 川又文江、学務課係長 大友博幸 

学務課主査 菅原理恵、学務課主任 篠原周平 

学務課主事 白土直也 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 0 人 

非公開の場合はその理由  

議題 （１） 準備委員会設置要項の変更 

（２） 通学路 

（３） 服装の規則 

（４） 保護者組織 

（５） 学園名 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開 会 

２ 議事 

（１） 準備委員会設置要項の変更 

（２） 通学路 

（３） 服装の規則 

（４） 保護者組織 

（５） 学園名 

３ その他  

４ 閉会 

 

 ＜審議内容＞ 
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１ 開会 

２ 議事 

事務局：ただいまから第 14 回(仮称)みどりの南小学校、みどりの南中学校開校

準備委員会を開催いたします。議事に入ります前にお願いをいたします。

本日の委員会は、AI により議事の文字起こしを自動で行うシステムを使用

しております。このため、大変お手数ですが、ご発言の際は必ずマイクを

ご使用くださいますようお願いいたします。マイクの下のスイッチを押し

ていただき、マイク中央部のランプが青く点灯しましたら使用できますの

で、よろしくお願いいたします。それではこれより議事に入りたいと思い

ます。議事の進行につきましては、委員長にお願いしたいと思います。 

委員長：それでは会議の進行をさせていただきます。本日の傍聴者の方はいら

っしゃいますか。 

事務局：おりません。 

委員長：傍聴者はいらっしゃらないようなので議事に入りたいと思います。本

日の議事は、１つ目が準備委員会設置要項の変更、２つ目が通学路、３つ

目が新設校の服装の規則、４つ目が保護者組織、５つ目が学園名について

になります。まず初めに１つ目の準備委員会設置要項の変更について事務

局から説明をお願いいたします。 

事務局：はい、事務局です。それでは資料１の方をご覧ください。今回、校名

の方が正式決定したことでこちらの準備委員会の名前の方も、仮称の方を

取らせていただき、みどりの南小学校、みどりの南中学校開校準備委員会

の方に、名前の方を変更させていただく設置要項の案を資料の１として作

成させていただきました。次回からは会議の名前は仮称が取れた名前で進

めていきたいと思います。このことについて何か質問等はございますでし

ょうか。 

委員長：大丈夫ですか。ないようですので、それでは２つ目の通学路について
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も事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局：はい、事務局です。そうしましたら資料２の方をご覧ください。今回、

資料２の方でみどりの学園と谷田部南小学校の保護者の皆様と、あと先生

方の方にご協力いただき、通学路の方の要望の方を挙げていただきました。

挙がったものを資料２の表の方にまとめさせていただき、こちら１から 37

番までがみどりの南の地区、38 番が谷田部南地区の方になっており、後ろ

につけている地図で、それぞれ該当箇所に番号の方をつけさせていただい

ています。この番号と、表の中の対象番号の要望の方が一致するような形

で、資料の方は作成させていただきました。今回、要望の中には、市のホ

ームページで意見募集をしているものがあって、ホームページで挙がった

意見の方も要望の中に含めさせていただいてます。こちらの要望に関しま

しては、今後こちらの方から関係部署の方に現状の対応や方針等について

依頼して、進めていただくような流れでいければと思います。 

事務局：簡単に１番から説明をしていきますね。説明するところと飛ばすとこ

ろがありますので、よろしいですか。３番から５番については、あと９番

と 10 番もそうなんですけど、看板の設置の要望があるんですけど、例えば、

通学路につき注意とかの黄色い看板を想定してるんであれば、これは今で

も学校さんから防犯交通課の方に申請すればできます。これメールでもお

送りしてると思いますので、そことよく対応していただければと思います。

続いて、11 番。信号機の設置なんですけど、地図を見ていただくと、12 番

が片田の丁字路で、すでに信号機がある北側のところなので、信号機と横

断歩道については警察の管轄になるんですが、12 番とすごい近いので、設

置されない可能性が高いかもしれません。あまりに近いともしかすると 11

番は信号機がつかない可能性が出てきます。それと、裏面にいきまして、

16 番。16 番の照明の設置っていうのはすでにこちらでも道路管理課の方に

お願いはしています。問題は次でして、歩行者専用道路への変更っていう
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のがあります。こちらについては道路管理課の方と話をしまして、保護者

さんの代表の方と学校長名での歩行者専用道路への変更の要望書を出して

いただくのがまずいいかなっていうのが１つと、その先としてなんですけ

ど、おそらく、地図見ていただいて、16 番のところのちょうど 16 って書

いてあるところの人だけが使っているのかちょっとわからないんですけ

ど、場合によっては 16 番のその地域でもうちょっと先の地域までの人達の

同意が必要になるかもしれないので、そうなったときには皆さんとかで、

この南の方々の同意が必要になってくる可能性はあります。 

委員長：同時に必要ですか。 

事務局：まず要望の方から先に出していただければ。そのあとの問題ですね。

通行してたものが通行できなくなるので、了承をしていただく。これは規

制とはまた別の問題で、全部を使えるようにしてしまうので、例えば市内

でもスクールゾーンって書いてあるところで、時間帯で通行規制している

ものがあると思うんですけど、あれは規制のタイプなんですけども、あれ

をするにも、その道路規制をかけるところの地域住民全員の同意がないと

警察の方では規制をかけないんですね。その仕組みからすると規制ではな

いけど道路の変更になるので地域の方の同意がまず必要ということが、こ

こは出てきます。その前に一度要望は出していただければ、道路課の方と

も相談しますので、道路変更への要望を出していただければと思います。

後につきましては、大体この内容については、それぞれの担当の方に話は

していきます。道路の、例えばトンネルの中全部に関して、道路が冠水す

るっていう排水の問題って書いてあるんですけど。実は私、先週の金曜日

午前中つくば市に大雨警報出ている、その時に、実際に全部のところに見

に行ったんですけども、すべて水が溜まっているようなところはありませ

んでした。ただし、24 番かな。24 番のところのトンネルが、23 のあたり

ですかね、ちょうど歩行者専用のトンネルだと思うんですけど、今のみど
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りの学園、高速の北側からは階段状になってきて、トンネルになるんです

けど、階段から降りてきたところに排水のあるんですけど、そこが大分、

土がたまっていたりしたので、そこは掃除してもらうことを道路課にお願

いしようと思います。それでも水がトンネル内を溢れてることは一切なか

ったので、排水は今のところ大丈夫かなとは思います。続いて 27 番。分電

盤があるので分電盤の移設ということになるんですけども、こちらについ

ては、道路管理課と確認しましたら、街路灯用の分電盤にはなるんですけ

ど、移設がちょっと難しいと。その代わり、箱がむき出しなので、箱に当

たってもいいように、クッション性のマットとか何かそういうもので箱を

覆うような安全対策をするっていう回答はいただいております。その他で

いきますと、33 番と 34 番なんですが、34 番のところは確かに歩行者専用

のような形で、車が通らないところではあるんですが、こちらを新しい学

校の方に行きますとちょうど 33 番のところでは歩道がなくて、ここの 33

番の歩道っていうのはぐるっと会社を包むように、囲むような歩道になっ

てるので、34 から来ると 33 のところには、歩道が切れて、渡れない状況

があるので、できれば 34 ではなく 33 の方、会社の囲むような形の道路を

通っていただいた方が、歩道があるのでいいのかなって気はします。最後

に 38 番ですが、谷田部南小からずーっと来てみどりのに来る、坂を上がる

ところですね。谷田部南小から来ると、みどりのに向かうと、左側の方に

ずっと歩道があって、橋を渡って、50 メートルくらいの坂を上り始めたと

ころが、ちょうど右側にだけ歩道はずっとあるけども左側そこだけ坂道を

上るところがなくて、登りきるあたりから、ダイワの倉庫があるようなと

ころから、また歩道がずっと出てくるところなんですけど、そこは我々も

思ってまして、そこに歩道を作ってもらうような形での整備はすでにずっ

とお願いはしております。歩道の幅的にはもう十分ありまして、草が生え

てるので、舗装するなり、敷石するなり何かしてもらえれば、通れるかな
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と思うのでそこはすでに要望はしております。38 ヶ所については、簡単で

すが以上の形で、それぞれ担当のところに、これからお願いはしていきま

す。 

委員長：事務局からの説明は以上ですか。はい。では質問があればお願いいた

します。 

委員：たくさん聞きたいことも要望もいただいてまして、お伝えしなければい

けないことは山ほどあるんですが、まず学校の通学路ですね。それはここ

で決まるのか、学校ができてから、校長先生とか、その辺りっていうか偉

い方々がお決めになるのかどちらなんでしょう。 

事務局：基本的に校長先生が指定するのが通学路なんですね。今ですと、校長

先生がいらっしゃらないので、皆さんで見ていただいて、ここが良いとか、

良くないところが出てくると思うので、ここならいけそうだっていうとこ

ろをそのまま今度は、皆さんが使うっていうことになれば、そこを今度最

終的には開校した時に通りますって言えば、その時に初めて通学路になる

かなっていうことになります。 

委員：あと、一応みどりの義務教育学校の範囲でもあるので、いろいろと要望

していただきたいことはすでに挙げていることもあるんですが。やっぱり、

先ほど、要望としてあげてくださいということなんですが、やっぱり通わ

せる親としては、きっちり通学路を整備していただいて、安全確保をした

上で、開校しますという形でしていただきたいので、順番的にどうなのか

なと思うんですが、できてから要望してくださいっていうんではなく、こ

ちらで要望が上がってるとか、いろいろあるのを聞いていただいて、きっ

ちり整備していただいてから開校に向けていただきたいんですがそれは不

可能なんですかね。 

事務局：今言ってるのは、この段階で要望書を出していただきたいんですよ。

開校してからではなく、この今さっきのトンネルを歩行者専用にするって
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いうことについては、もうやる方としても、これから許可申請っていうわ

けじゃないですけども、地域の方とか、さっき言ったように、ここはひょ

っとするとみどりの南全部の承諾を取るだけではなく、つくばみらい市の

人が通ってるかもしれないので、看板から何かいろんな説明をしたりする

ことも必要になるので、保護者様の要望があるからこういう形で変更する

っていうことのために、このトンネルの要望を出していただきたいってい

うのが１つですね。それは開校する前です。他に関してはもう今こうやっ

て上げていただいているので、これをこのままもう担当課にお伝えします。

それで対策していく。こういう要望が出てるので、これについてやっても

らえますかっていうことをお願いはします。ただ、ものによってはそれが、

お願いはしますけども、すぐ実現できるものかどうかっていうのは、また

別問題にはなっちゃいます。 

委員：みどりのだと、やっぱり、その昔からのみたいな自治会みたいなのがな

いことが多いんですね。なので、現在もみどりの義務教育学校の PTA では

ないんですけど、サポーターがあるので、そちらからの要望という形であ

げてはいるんですけど、そういったことは誰がやればってことになるので、

ここはもう保護者が主になって上げるという形がメインということです

か。 

事務局：この 16 番の上げていただく要望書は１つですよ。歩行者専用道路へ変

更するっていうことへの要望書を上げていただきたい。それはサポーター

代表とか、学校長の名前の連名とかで上げていただきたい。他は要望書は

いらないんです。今のところは。トンネルのところの変更だけは要望書を

上げてもらいたいってのが担当課も含めての話なので。 

委員：あと学校ができてから、通学路を決めるということだったんですが、事

前にみどりのサポーターズの方で、通学路になるであろう道を歩いてみた

んですね。そうしたらば、結構このトンネルを越えてからですね、高速道
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路を越えてからといいますか、そこの住宅の前を通るという形になってる

んですが、気になったのが、私が住んでたら、こんなに子供が何百人も通

ったら、朝に車が出れないだろうし、その辺の許可というかそういうのは

別にいらないんですか。その住宅の住んでいる方に対する許可とか。何だ

ろう、許可ではないですけどここ通学路にしても良いですかっていうよう

な市からそういうお知らせというか住んでいる方に対する。ものすごい人

数が歩くじゃないですか。 

事務局：基本的には、市からその住人に通ってよろしいですかっていう許可を

取ることはないです。そもそも市道ですから。市の管理道路であれば、そ

こを誰が通ってもいいですよっていうことですから。あくまでも想像の話

ですが、学校ができて、学校がこうですよっていうのは、もう随分前から

お話させていただいてるので、不動産屋さんって、それを知って、ここを

売るわけですよね。学校がここにできますと。そのあとに買った方はもう

学校ができることわかってますので。みんなが通ることは当然わかっては

いると思います。 

委員：東から通うであろうという保護者の方からのご指摘というか、東なので、

谷田部地区の方からも通われる方なんですが、結構なアップダウンがあっ

て、坂がありまして、１年生がランドセルを背負って歩いてみたそうなん

ですよね。そしたらやっぱりみどりの義務教育学校に通うよりも時間がか

かり、しんどそうっていう。そういう実情というか、まず大変なのがこの

谷田部の小学校から来ると、38 番が書いてるところがちょっと坂になって

ますね。車で走ってもそうだと思うんですが。降りまして、ここの 30 番か

ら下に下がっていくところですね、行きはいいんですよね、でも帰りとか

がものすごい結構歩いてみてもあそこって短いように見えても、坂がある

のでものすごくしんどいんですね。運動にはなるって言ったらそれまでな

んですが。なのでそこがちょっと子供を通わせるには、あと、通学路がど
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うなのかっていうことまだ不明瞭な点が不安があるということで、もしそ

のバスじゃないですが、スクールバスがあるんであれば、できるんであれ

ばっていうことも聞いてるんですがどうでしょう。 

事務局：スクールバスは出ません。統廃合の時しか出してないので、それ以上

はないですね。今、市内の学校でも３キロ以上４キロ歩いてる子もいるよ

うな状況で、そこもスクールバスは出てないです。 

委員：プールに行く際は、バスを使うんですよね。それとも使わずに歩いて、

授業を受けにプールに行くということですか。 

事務局：プールに行くのはバスを出します。 

委員：そのバスは使えないんですか。朝の通学、帰りとかちっちゃい子、低学

年限定にしたらいいと思うんですけど、１年生、２年生だけでもそのバス

を使えないんですか。 

事務局：使えないですね。プールでは授業の時間が取れなくなってしまうこと

も含めて、バスを出しますので。 

委員：多分、中学校の子たちがちょうど皆さんが歩くところ、みどりのさんが

歩くところの場所を多分自転車で通ると思うんですけど、その時、歩行者

はもちろん歩道を歩く思うんですけど、同じ時間帯だと、自転車は通れる

のかなって思います。危険ですよね、やっぱりね。というのがあるんです

けど、そうするとやっぱり車道の方に自転車が出ないといけないのかな。 

事務局：それは時間割の調整をするのかどうかとかいろんな問題が出てくるか

と思いますね、登校時間をずらすのか。 

委員長：秀峰筑波なんかも、歩道が狭いので、通り過ぎる中学生は自転車を降

りて歩いてます。混むところまでの手前乗ってきて、後は押してっていう

感じです。 

委員：ちょっと確認なんですけれども、いろいろな要望をまとめてここにリス

トアップされてるようなものを、各関係箇所に相談して対応していただく



 

10 
 

ようにしていただくって結構ハード面の改善点が多いと思うんですけれど

も、それとどういうルールを作っていくのかどういう通学路にするのかっ

ていうのは、どっちかっていうとソフト面っていうのは、分けて考えたほ

うがいいのかなと思っていて。もちろん今日両方話す議題なのかもしれな

いんですけれども。ハード面として、ここで書いてあるものっていうのは、

数多く出てるコメントが多いと思うんですけれども、改善されない可能性

もまだ残っているというコメントが聞こえたんですが、そこはもう期待し

て待っている他にはないんでしょうか。例えば署名を集めるとか、連名で

こう名前をいっぱいリストアップするとか、そういう努力をした方がスム

ーズにいくのかっていうのはあるんでしょうか。 

事務局：正直に申し上げまして先ほど言った信号機なんかは、署名があっても

作れない場合は作らないですから。それはもう警察の判断になっちゃうの

で、何ともお伝えのしようがないですね。 

委員：じゃあその警察に関連しない、ものがどれで、どれが大丈夫そうなのか。

例えばトンネルは今暗いですと。４時でも暗いですと、外が明るくても暗

いですと。電気があるけどついてないですっていうのは、これは 100％改

善できるのか、或いはこれも別のところに、働きかけをしたほうがいいの

かって言うと、どうなんでしょうか。 

事務局：担当部署には頼んであります。暗さについては、多分道路の設置して

る方で、これと同じように何ルクス以上とかっていう設置基準があったと

すれば、それよりありますよって言われた時に、今度はそこの問題だと思

うんですよ。ただ基準があるけども、暗いから基準以上に明るくしてくれ

って言ったときにどう対応してくれるかどうかなってしまうので。それは

ここに出ている部分なので、お話はしますけども、できる、できないとい

うのは今、明言できないですね。 

委員：電気が雨の時も暗いんですよね。朝でも暗いってことなんですよ。なの
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で、怖がりの子はきっと歩いて入れないと思うんです。それは電気は自動

的に暗くなったらつくのか、誰かがつけているのか。どういった形なんで

しょうか。 

事務局：そうですね。19 番のところもトンネルだと思うんですけども、ここに

照明が、緑っぽい大きい四角いのが５個ぐらいついているんですね。真ん

中は常時ついてます。出入口については、暗くなったらつくっていうよう

な電気らしいんですね。この間、雨の日行ったときは、午前中でも全部つ

いてました。 

委員：どの辺に住んでる人が 19 を通って、どの辺に住んでる人が 23 を通って

っていうのもあると思うんですけど、19 ってこの大きな道路からは直接繋

がってなくて、中の住宅街からくねくね曲がって入ってくるトンネルだと

思うんですね。だから、おそらくこのみどりの南のこの真ん中のこの通り

よりも右の人達は、19 は通学路にはならないで、23 になるんだろうと思う

んです。この四角で 10 とか書いてある人とか、この通り沿いの人たちが中

を通ってくるかどうかわかんないんですけれども、私が見た 23 は、暗くて

クモの巣がいっぱいあって、クモの巣の中のクモが巨大でそこに昆虫が引

っかかってて、なかなかおどろおどろしいような状況だったので、できれ

ば両方見ていただく必要があるのかなというふうに思いました。というよ

うな要望を言って、かなわなかったねって言ったときに、すごい不満が噴

出してくるような予感がします。それはできるだけ避けたほうがいいんじ

ゃないかなと思います。 

委員：今おっしゃったようにそのトンネルによっても安全の対策というか、す

でにある部分に関しての安全基準とかいうのが多分それぞれ違って、なお

かつ、16 番なんかもあるんですけど、ここはもう出た、学校を背にしたら、

トンネルを抜けて家が見えてる方に抜けちゃったらもうすぐ道路なので、

ここは危険きわまりないので、もう、本当はどこのトンネルを通っても、
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通学路にできますよ、安全ですよって言った上で学校を建てていただくの

が一番なんですが、でもそれが不可能そうなので、学校から近いですが、

使わないでくださいっていうのをやった方が、子供の安全を守れるのかな

って思いました。16 番に関しては、もう本当に歩道もないですし、みどり

のの真ん中にある高速道路のみどりの義務教育学校側なんですけど、つく

ばみらいに抜ける時とかも使うんですね、結構ここら辺に住んでる人もバ

ンバン通って、なおかつ信号がない上に細いんですけど、対向車が通るの

にすっごく飛ばすんですよ。なので子供がもう引かれたらもう、っていう

ような危険な箇所なので、できればここはもう通らないっていうふうに近

いけど、通らないよっていうのをやっちゃう方が安全なのかなって本当は

私からしたら不服ですけど。どこでも通れるよって言って欲しいんですけ

ど。19 番に関しても、多分みどりのに住んでる地域の人たちはここは使わ

ないと思います。22 番、23 番の方を使うと思います。19 番に関しても、

このみどりののずっと奥、奥っていったらちょっとあれなんですけどプー

ル側の方に住まれている方がきっと使うのかなっていう感じで、トンネル

の管轄を見たら道路公団で、その道路公団もいろいろ種類があるみたいで、

それが違うみたいなんですね。なのでお願いするところも、それぞれに違

うのかなって。なので難しいのかなっていう。 

委員：やっぱり対応していただけるかどうかはわからないっていう状態はなか

なか説明が難しいと思うので、対応していただく必要があると思います。

光の光度もそうですし、点灯時間もそうですし、もうここのトンネル２点

については、それすらできないと、本当に通学路として成り立たないと。

ちょっとだけついてます。何となくついてますっていうのを皆さん望んで

るんではないというふうに思います。その辺り、どうにか対応いただけな

いでしょうか。 

事務局：担当課の方でやっていただけるかどうかって判断してのことになって
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しまうので。我々が今大丈夫です、駄目ですってこともお伝えできないの

で、皆さんのこのお話はすべてお伝えしますので、あとは担当課にお願い

するってことにはなってしまいます。 

委員：これは要望というか、みどりの学園なんですけども、みどサポを私やっ

てたんですけども、新設校準備委員会の時にこうリストを作ってくれるじ

ゃないですか。優先順位っていうのはもちろんあって、危険な箇所という

ことで今回リストアップしました。みどりの学園開校しましたよとなった

時も、結局、皆さんに挙げてもらったものが全部通るわけじゃなくて、何

年か経って４年とか５年とか経ってようやく通るってものもあるので、多

分これは本当に危険だなと思って、判断してくださったところ多分つくと

思うんですけども、市役所さんの方とか警察の方で、あとその学校、その

組織の方で、継続的にこうやっていくような、今でもうちのみどりのの学

区でも、ここは危険だからやって欲しいとかですねそういうのを挙げ続け

てるので。ここで多分全部が決まることはないなというふうに思ってます。

あとは継続的にどんどん声を出して、何回も何回も要請を出すと、通ると

かですね、或いはありますので、そういうふうにやってたらいいんじゃな

いのかなっていうふうに思います。 

委員：ここの要望今出てる部分に関して以外というか、ここの中からちょっと

わかんなかったんで見当たらなかったので教えていただきたいんですが、

19 番のトンネルを抜けたところに横断歩道も一切何にもないんですけど。

それから、学校の前にも今建てている神社とかがあるんですけど。その辺

りにも一切学校側、だから、高速道路側から学校側に渡るような横断歩道

は１本もないんですよね。あるのが多分 23 番のところに、あるのかな、片

田のふれあい公園というのがあるんですけど、そこの前に１本、横断歩道

があるだけなんですけど、横断歩道っていうのは、学校できる前にきちん

とできるものですか。それもまたやっぱり要望が必要なんですか。 
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事務局：19 番については、そもそもとして、歩道がない、車が通るトンネルな

ので、あまり安全性がどうかなっていうことそれよりもやっぱりその 23

番。歩行者専用のトンネルなので、ここを通っていただくことが、より良

いのかなとは思っています。そのために、そのトンネルを出たところに横

断歩道がやっとついた状況ではあるんですけど、渡った向こう側のところ

については学校に行くまでの間、横断歩道をつけていただくような形でち

ょっとお願いはしています。それとあと、学校の校舎の敷地と運動場の間

のところに道路が通っているんですけど、そこも横断歩道がないので、そ

こにも横断歩道をつけて欲しいということで、警察とは協議しています。

確かにそのいろんなものについて、全部上がってくるのはすべてお話をし

ますけども、信号機とかは、すごく難しい部分も出てきます。例えば 12 番

の片田の信号については、４年前以上から、開校する前から我々もずっと

お願いはしていたところなんですが、つい最近ついたような状況ではあり

ます。なので危ないとかそういうの全部我々も分かってるので、再三ずっ

とお願いはしているんですけど、そういう状況にはあります。 

委員：あと、みどりの地区の地区的に言うとこの自動車の高速道路があるみど

りの義務教育学校側の家というのは、横断歩道がないんです。言ったらば

新しくできる学校側に渡れる横断歩道っていうのが、わざわざこの 18 番あ

たりの家の方々も、さっきの信号がついたよっていう 12 番まで来ないと。

安全には渡れない状態になってるんですねっていうのも、ここの道路がち

ゃんと整備されてない状態で、今、真ん中に何かごちゃごちゃっと置いて

たりしてて、信号もありませんし、ここは整備されることはないんですか。 

事務局：ここについては、そもそもその道路の幅が狭められているのは、警察

に１度確認したときは、交通量が少ないっていう、それほど想定してるも

のになってないので、ガードレールとかいろいろなものがあるというお話

でした。ただ、11 番の方から渡ってくるときに、12 番の付近にはガードレ
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ールとかいっぱいあるので、それではもう今後新しい学校では困るので、

そのガードレールとか全部ガードレール一部ついてる部分が、横断歩道に

かかるような横断歩道が狭くなるような感じになってる部分もあるので、

そういうものを全部どかしてくださいと、広くなって渡れるようにしても

らわないと困りますよっていうことは、警察とか道路の方にはお話はして

ます。 

委員：ありがとうございます。その区域をもう少し 16 番の何て言うんですか、

このトンネルのあたりまで延ばしていただいて、ていうのも、この先にま

た新しく日清の工場ができたりとかしますので、昔ともう今では交通量が

全然違って、大きいトラックも通ってますので、もうその交通事故が目に

見えますので、ここ 16 番ぐらいまで延ばしていただいて、綺麗にしてくだ

さいっていうことを強くお願いしていただきたいんですが、お願いします。 

事務局：また、一応確認していただきたいところもありまして、７番とか８番

とかで標識の設置っていうものがあるんですけど、具体的にどういった標

識を想定しているのか。看板とは違うふうに書いてますから。この標識が

どういったものかが、あると。 

委員：多分みどりの義務教育学校のみどサポでですかね。あそこの沼尻の辺り

とかに、横断歩道プラス色をちょっと住宅に入る側に緑に塗ってもらった

りとかしたんですね。そしたらばやっぱり車のスピードが落ちたんじゃな

いかっていう結果になりまして。はい。だからそういった多分標識という

か下にも、何キロとかいうのもない状態ただこう右折できますよ、まっす

ぐですよっていうペットクリニックが 11 番あたりだと思うんですけど、そ

の辺りに右折、まっすぐっていうのがあるだけなので、多分標識っていう

のは多分スピード落とせとか、多分そういったことなのかなって思います。

３、４、５とか先ほど９、10 とかの看板に関しては、これはみどサポに関

してすぐ対応今すぐできる対応なのかなって。現在でもできるのかなって
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思う対応なので、標識に関してはそうなのかなと思います。下の道路を塗

りかえるとか、色を付けるとか。 

事務局：それは路面表示っていうことでいいですかね。標識っていうのは、30

キロ制限とかそういう看板なるので、それだとまた違う。或いは規制かか

ってしまう、交通規制の看板だと、それは警察での判断になってしまって

そこが作っておくかどうかなってしまうので。今お話されてるのは路面表

示の方になると、また別問題になってしまうので。これをちょっと１回確

認していただいていいですか。この標識の設置っていうものについてはど

ういったものを想定されてるのかがちょっと分かれば。 

委員：今度の会議の時に、この表をちょっと共有させてもらって、７番８番と

かですねあと、看板設置のところの２から６とか 19 とかこっちの方も 14

とか、こちらでも動き出して、設置してですね、ここできたよとか市役所

の方で看板いただいてもらったよとかその辺ちょっとまた、共有させてい

ただきます。進捗状況を報告します、はい。 

事務局：看板については先ほど言ってた通学路につきとか、子ども飛び出し注

意とかそういうものについては、設置する場所の承諾書が必要になる書類

を一緒に出さないといけないので、学校さんから多分出していただく、も

しくは区長さんからっていうことなので、区会がなければ学校さんから出

していただいた方が、すぐもらえると思うんで。６種類か９種類ぐらい看

板の種類があるので、どんなものがいいかちょっと判断していただいて、

もう申請してすぐもらえるとは思いますので、手続きをしてもらえればと

思います。今のこの標識の設置については、それだけ除いた部分を担当課

にも伝えますので、それを後でちょっと確認してお伝えいただければと思

います。 

委員：どこの対応かわかんないんですけれども、先日の大雨の日に車での送迎

がとても多かったと思うんですけれども、その時の車の走るスピードって
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結構なもので、このみどりの学園から南に下っていく通り。この通り車が

走ると、水溜まりを車で走ると水はねがしますと。それがもう結構な規模

で、歩いてる人たちも水浴び状態っていうふうになっちゃうんですけど、

路面がこの前の雨はちょっと限度を超えてたのかもしれないですけども、

その水たまりができやすいってなると、雨の日の登下校はちょっとかわい

そうだなと思ったので、一応それもコメントとして入れさせていただきた

いなと思います。 

委員：今のご意見じゃないんですが、みどりの義務教育学校も雨の日の送迎が

ものすごく大変で、毎日立っていただいてるんですけど、もう、あっちこ

っちの住民の方からも苦情がきたりするので、もうその学校がいいよって

最初に言っちゃったがために。なので送迎があるので、もうここの学校に

関しては、道路が狭いし、駐車場も少ないということで、よっぽど車椅子

の方とか、足を折っちゃったとか、そういう場合に限り、送迎は可能です

よ。それ以外、雨とか、台風では学校がお休みになるかと思うので、そう

いった、よっぽどの時じゃないと使えないよ。最初から許可制だよってむ

しろっていう感じで、駐車場の利用に関しては規制が必要なのかなと私は

思っています。 

委員：登下校の際の、車の送迎の数が多くて問題になってるっていうことが議

題に出たと思うんです。その時、駐車場の数はいっぱいあります。大丈夫

ですっておっしゃってたような記憶があるんですけども。駐車場のキャパ

シティは、十分ありそうですか。 

事務局：今、手元にデータがないので、後でお伝えする形でもいいですか。 

委員：はい。 

委員長：ほかに事務局に質問ありますか。では通学路についてはここまででよ

ろしいでしょうか。続きまして３つ目の服装の規則について、これも事務

局に説明をお願いします。 
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事務局：資料３の方をご覧ください。こちらの方は１つ目がみどりの学園義務

教育学校と、あと谷田部中学校の服装の規則の比較についてということで、

それぞれ制服、体操服、その他というところで、２つの学校の規則で共通

する部分と違いの方を参考に並べさせていただきました。２つ目としまし

て、みどりの南中学校の方で検討していくこと。１つ目がシャツ・ブラウ

スとポロシャツの色についてということで、この準備委員会の中で、第８

回の委員会の中では、シャツとかブラウスについては、白の他にも幅を持

たせるかどうかということが議題として挙がっていたのと、あと前回です

ね、ポロシャツについては白と紺以外の色もどうしていくかということ。

あと式典時の着用のルールなんかですね、服装の指定をするのかどうか等、

準備委員会の方で検討していただければと思います。議事の進行を委員長、

お願いいたします。 

委員長：それではですね、今ありました通りシャツ・ブラウス、あとポロシャ

ツも認めていこうということでしたけども、色について、前回、白系とか

紺系とかって話出てきましたよね。何とか系ってすると、例えば白系って

なったときに、真っ白からクリーム色とか、グレーに近いものも含まれて

きますよね。だから、その何とか系ってして、幅を持たせるような話をし

てたような気がしたんですけども、どうでしたっけ。駄目な色ってあるん

でしたっけ。 

委員：授業に集中できないっていう例もあるよっていうお話だったので、でき

れば、白が入った色になるのかな、そうなったら。青だったら水色とか。

緑だったら薄緑とか。ピンクもどぎついピンクではなくて、白が入ったピ

ンクとか、そういった形になるのかなと思うんですが。 

委員長：すごいどぎついピンクもすごく薄い白いピンクもその境目がわからな

いので指導しようがないです。指導をすること自体、もうナンセンスで、

指導の必要がないように、決めていきたいっていうのが、今の生徒指導か
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なって思います。 

委員：それは何色でもいいですよっていうことか、完全に決めるかっていうど

ちらかっていうことになりますか。 

委員長：そうすると、白系。何て言ったらいいんだろうな。紺系ってやったら、

薄いブルーもすごく濃い紺も OK なわけですよね。これでだから黒っぽいも

のから薄い青っぽいものまでそれで網羅できるわけですよね。紺系は OK。

白系ってなった時に、真っ白から少し黄色みかかったものからグレーまで

OK なわけですよね。白系、紺系。あと網羅できてないのは何でしたっけ。 

委員：アンケートの結果を見てですが、自由にしていいよって言ったって、赤

とか青とか着てくる人は多分いないのかなって。みんな保守的な白がいい

とかだったので、そういった赤とかが出てきた時に、その赤はどう思うっ

て生徒に聞いてみて、それがいいねって言ったら、もうそれで引き下がる

しかないですよ。それ着てこれないと学校に来ないって言われたら、引き

下がるしかないですが。そういった感じでスタートして、自由、一切何も

決めずに、そうすると多分みんな白を着てくると思うんですよ。十中八九。

あの結果だったので。なので何の心配もいらないのかなって逆に思います。

議論するだけ時間がもったいないかなって思っちゃったりします。 

委員長：これってさっき言っていたソフトの部分なので、校内で行う開校準備

委員会でアンケート結果をもとに考えていくことになると思うんですけど

も、アンケート結果を見ると、白系、青系、黒系、紺系みたいなところが

多かったので、それでそれを参考に決めていくと思うんですよね。紺があ

るから、すごい薄い青も認めていくことになってしまうと思うんですけど

も、これは学校にお任せいただくしかないのかなって思っています。はい。

ただ、こういう時代ですから、子供たち自身がルールを決めていくってい

うふうな、ルールメイキングっていうのをつくば市では力入れているので、

ガチガチの決まりではなくて、スタート時は大まかな決まりなり、子供た
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ちの中で、出てきた問題については解決していくと。というようなスタン

スで開校ができればいいかなというふうには考えています。 

委員：今もうこの時代、つくば市ではそういう方いらっしゃらないのかもしれ

ないんですけれども、昔のような、何でもルールを決めて型にはめていく

ような方が校長先生になられた時に、何も決まってなかったら、怖いなっ

ていう気はします。 

委員長：大丈夫ですよ。そういう校長先生いないと思います、今。 

委員：それは本当にわかんないことはわかんないと思います。いろんな方がい

らっしゃるから。 

委員長：だからつくば市としてはそのルールメイキングっていうのをどの学校

でも取り組みましょうっていうことで今やっているので、子供たちの意見、

子供たちの考え方が尊重されて、ルールが決まっていく。子供たちもよく

考えてますから。それを職員がサポートしていくっていう形なので、もう

ガチガチになりませんよって、100％なりませんとは言えませんけども、方

向としては、子供たちが常識の中でしっかり考えていくっていう流れにな

ります。３つ目の服装については、学校内の準備委員会等で揉んでいくと

いうことで進めていきたいと思いますし、進捗状況については、この会を

通じて公開をしていきたいと思っています。 

委員：１点だけ事前にいただいてた分から変だなって思ってたのが、この違い

のところの、１ページ目の違いのワイシャツ、ブラウスの下は無地の下着

着用（み）ってあるんですよ。これはなんでしょうか。 

委員長：後で確認したいと思います。では次に移っていきたいと思います。４

つめ、保護者組織についてですね。保護者組織の形は、どうするのがいい

のかなっていうところなんですが、ご意見をいただければと思っています。

みどりの学園はみどサポさんみたいな形ですか。そんなのがいいかなと思

っているんですか。はい。お願いします。 
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委員：一長一短ですが、私は PTA もこの PTA がない状態も経験させていただい

てるので率直に申し上げると、今の状態がものすごくいいです。PTA だと、

なにかの会議に行かなきゃいけないとか、自分たちだけが困ってることに

関してのしっかりはできるんですけども、その他の仕事がいろいろ入って

きたり、PTA 会費を集めたりとか、いろいろあるので、今世間的にもだん

だんなくなってきて、PTA の仕事って、あってないようなものにしていこ

うっていう動きが多いので、私的には、なくていいのかなって、大分前で

すが、始まってすぐぐらいに谷田部南小の役員さんの方にも、どうですか

って聞かれて私は今のままがいいんですっていうふうにお答えしたら、そ

うですよねっておっしゃってくださったので、谷田部南小の方々もなくて

もいいっていう方が多いのかなと勝手に思ってますが、どうでしょうか。 

委員：みどサポは自律的に、自発的にっていうか、やりたい人がやっていて、

その中で、何々委員とかが別にあるわけじゃなくて、今回は例えば交通安

全をやったけども、手が今度空いてないから、給食着の繕いとかそういう

のは学校から何か要請があった時にそれをお手伝いするというので、私や

りますみたいな人が集まってやるっていう形なんですけども、良いところ

はね、今おっしゃったように、本当に委員会で呼ばれたからいかなきゃい

けないっていうのはないんですけども、駄目な点としてというかですね、

課題としては、やらなくていい人は何も関わらなくても学校生活を過ごせ

るんですよね。そうすると、面倒くさいから私やらないとか、そうなった

人はずっとそれをやらないので、メンバーが毎年５、６人入ってくれば、

循環できるねって話があったんですけども、人数が集まらなくて、本当は

２期までって決まってたんですけども、そこで抜けずに、じゃあ私続けま

すっていう方が、人が入ってこないから、続けてくださるって方がいて、

それで何とか運営してきたっていうこともあったので、それは課題だなと

いうふうに思ってます。その他に関しては非常にいいなと思ってますし、
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学校側としてもやっぱり負担というのは少ないんでしょうね、PTA と比べ

てどうなんでしょうか。 

委員長：もちろん保護者とそれから先生たちと子供たちのことを考えていく会

だから、先生たちも PTA があった時は夜に参加したりとか、資料作り、本

当は教員がやんなくてもいい部分だと思うんですけど。あとは会場作りと

か。ていうふうになると、負担感はあったのではないかと思っています。 

委員：私が前いた小学校には PTA が古くからあって、もうしっかりとした組織

があって、PTA に対する資金的な補助もありましたと。必ず各クラスに、

学級代表、副代表、それから交通安全担当とか、厚生担当とかもいて、し

っかりした組織でした。ただ、比較的感想としては、自発的にやりたい人、

何かやりたい人っていうのがそういう場を当然、その中からこう選ぶので

嫌な人は当然手を挙げないですけれども、やりたい人っていうのも比較的

多くいたので、やりたい人同士がジャンケンして、役を取るみたいなそう

いうのもあったぐらいなんですね。もちろんやりたくない人は関わらない

っていうのも、もう時代的にはそういうのもありだったと思います。だか

らその強みとしては、やっぱり人数が集まって、資金的なものがあって、

大きなことができると。大きなことっていうのは例えばお祭りだとか、ち

ょっとした子供のための文化事業を保護者が主導するとか、そういういろ

いろな先生たちは関わらないけれども保護者が主導してやるみたいなのも

ありました。みどサポさんの良いところっていうのは本当に皆さんボラン

ティアでやってらっしゃって、全くごり押し感がないところっていうのが

一つあると思うんですけども、もうちょっとこう、その良いところを合わ

せられるような、人数が集まるような方法があればいいなというふうに思

います。 

委員：谷田部南はやっぱり人数が少ないので、募集しても集まらないので PTA

という組織がないとちょっと難しい部分があるし、人数が少ないので必ず
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１回はやらなきゃいけないっていうのも意識して学校に入ってきているの

で、もうそれが当たり前みたいな感じもあるのでいいんですけど、新しい

学校行ったらやっぱ人数が増えるので、やりたい人はやる、やらない人は

やらないになっちゃうのかな。別にそのみどサポみたいな形でやってもい

いんじゃないのかなとは思います。 

委員：なので今、お二人がおっしゃったみたいに、良いところを取って、何か

例えば、やっぱり危ない箇所に朝立ってもらうとかいう交通の整備という

か、あれはもう絶対で、各クラスというか全員に回す形に持っていったり

とか、そういった絶対に必要なところには、何て言うんだろう。協力して

もらうっていう体で、PTA っていう組織っていうのは、別にいらないのか

なとかな。クラスで代表とかっていうのはいらないのかなって思います。 

委員長：保護者の立哨なんてね、PTA 組織じゃなくて、地域の子供会で担当決

めて立ってる学校もありましたし、PTA に頼らなくてもそういう組織って

いうのは、作っていけるのかなって思いはあるけれども、はい。そうです

ね。人数的に、その代替わりとか入れ替わりができるような組織を作って

いくことが、多分その持続可能っていうところを考えると、必要なのかな

とは思います。今学校として困ってるのは、学年委員さんとかいないので、

懇談会もコロナでできていませんでしたけども、懇談会を主導してくれる

方がいなくて、全部先生がやるっていうことになっているので、難しい面

がある。あと、家庭教育学級をやる時に家庭教育学級長が保護者から決ま

らないっていう。そういう家庭教育学級っていうのがあるんですよ。そこ

との連携とかっていうのは、私たちも入るけど、学級長さんがやってくれ

たりとかしてやっているんですけど、そういうのができてない。ていう、

ちょっとしたやっぱり PTA がないと、これはどうなのかなっていう面はあ

るんだけれども。その辺りの課題をこう出しながら、新たなみどサポとは

ちょっと違った形のサポート団体ができていくような働きかけが必要なの
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かなっていうふうには思います。 

委員：１点聞きたいことがあるんですが、つくば市内の小中学校において、今、

PTA の数といいますか、どういった現状ですか。別に市というか、教育委

員会とかは、PTA はなくても困らないんですか。あったものがなくなるっ

ていうのは、どうなのかと思うんですが。 

事務局：PTA の数自体はこちらの方で把握はしてはないです。 

事務局：正確にここの学校にはある、ないっていうのは把握はしていないです。

そもそも PTA は教育委員会が作ってるものではなく、学校さんと保護者さ

んの中で任意団体だと思うんですよね。PTA ですから。今、昔ながらのよ

うな会長がいて、書記がいてっていうのは、最近新しい学校では、そんな

にはない可能性が高いです。みどりのもそうですし、今回の研究学園もそ

うですかね。研究学園は多分最後ははっきりとは覚えてないんですけど、

役員か何かはいるけども同じように、例えば、地区委員とか、交通委員と

かそういうのはなくて、運動会なら運動会でボランティア募集しますから

っていう形にしましょうよっていう形で、研究学園もやってたと思います。

香取台はもともと島名小なので、島名小の母体としてはあったわけですけ

ど、学校の組織の新しい風っていうことで、そういうのもあるので考えよ

うっていう形で話し合っていたと思います。そんな形できたと思います。

ただ、昨今の問題として、こちらの方にお問い合わせがいっぱい出てくる

のが、PTA に入りますか、入りませんかっていうのが聞かれないで、強制

的に入りましたっていうようなお話も出てくるので、そういうことがいっ

ぱい出てくると思うんですよね。ただ、それはさっきの一長一短というこ

とであるのは、PTA 組織っていうものが、強制的に思われているのか、ボ

ランティアなのか、強制でもボランティアでもそれぞれデメリット、メリ

ットはあると思うんですよね。その中で皆さんで話し合っていただいて、

作るか、作らないか。作った場合に、形態がどうかっていうことにはなっ
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てくると思いますので、こちらの方で、こうしなさい。ボランティアでも

いいんじゃないですかっていうようなお話は、特段はないですね。 

委員：１つ思ったのが、私、引っ越してきてから近くの近所の方々と学校の関

連でお知り合いになれたのは登校班だったんですね。登校班はもちろん近

所の方ですし、ちっちゃい登校班とそのお隣の登校班とっていうような形

で、地域の方々と顔見知りになれるっていうのがあったんですね。登校班

の学校との連絡っていうのは年１回、当初あると思うんですけれども、そ

こが逆に言うと年１回しかない。各地区に散らばっている登校班の登校班

長のもしくは、その班とのパイプをもうちょっとこう太くしていけば、必

ず全域の保護者と、１年限りになると思うんですけども１年ずつ代替わり

していくっていう意味で、保護者とのパイプっていうのもちょっと利用す

るのもいいんじゃないかなと今、思っています。当然みどりの南の小学校

が登校班っていうのをやるんだとしたらっていうことなんですけど。 

委員長：登校班はないと困ると思いますよ。バラバラで来るのはどうなのかっ

ていうのもありますし。 

委員：入学前に登校班決めておかないと、と思うんですが。 

委員長：そうですね。 

委員：でも今、みどりの学園の情報しかわかんないですけれども、今のみどり

の南に住んでる人たち、みどりの東に住んでる人たちってそれぞれ登校班

があって、そこから義務教育学校に行ってるわけなので、基本的にはそこ

を引き継いでそのままだと思うんですけど、その情報を新しい学校に連携

をするっていうプロセスがあれば、その辺りはスムーズにいけるかもしれ

ないですね。 

委員長：PTA 組織については、カチッとした PTA を作るのではなく、サポータ

ー形式で立ち上げ、みどりので課題になってることを解決するよう組織作

りを最初からできるかどうかわからないけれども、数年かけて作っていく、
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もしかしてその中で、いや PTA がいいという人達が多くなってくれば、途

中からでも PTA にできますので。PTA 組織を作って、県の市 P 連に加盟す

ればいいわけですから。だから途中からでも大丈夫ですけれども、スター

トについては、みどりののサポーターズみたいな形のものでスタートして、

いく方向で今後考えていけばいいということでもよろしいでしょうか。そ

れでは、５つ目の学園名について事務局の説明をいただきたいと思います。 

事務局：はい、事務局です。そうしましたら資料４の方をご覧ください。今回、

学園名の案の選定についてということで、まず学園名についてはつくば市

の中で当初はひらがなのものがあったり、ローマ字のものがあったりした

んですけども、管理規則の方を一部改正させていただき、すべての学園名

の方を漢字に統一したという経緯があります。今回、学園名の候補を出す

際には漢字が望ましいということと、親しみやすくわかりやすい専門用語

だったり、流行りの言葉っていうのをちょっと避けていただいて、誰にと

ってもわかりやすい言葉にして欲しいということ、あとつくば市の他の学

園名と被らないような名前の方で選定の方は進めていただければと思いま

す。表面上の方にスケジュール案の方で A、B、C 案と作らせていただきま

して、まず A 案の方ですねこちらの方は、準備委員会の方で、学園名の候

補をいくつか挙げて絞っていただき、その後とお子様も含めてアンケート

の方を実施しまして、最終的に学園名を選定していくという流れです。B、

C 案に関しましては公募で候補を挙げて、そのあとアンケートするかどう

かというところで分けさせてはいただいています。スケジュールの方は案

になっていますので、今回委員会で候補を挙げる際なんかも、この場でな

かなか難しいってことであれば、期日の方を少し空けて、次の委員会で候

補の方を発表というようなスケジュール感としてはまだ時間的にも余裕が

ありますので随時調整していければと思います。 

事務局：よろしいですか。確認ですが、これについては、前回皆さんの方から、
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学園名がここで決められるかどうかっていうお話が大前提だったわけなの

で、今はお出ししているのは、準備委員会で決めるバージョンなんですね。

今までは教育局の方で決めていたわけですけども、皆さんのご要望があり

まして、局内でも話し合って、委員会でもし決めるんであれば、決めても

いいですよっていうことがあったわけですが、委員会で決めるっていうこ

とは、皆さんの希望が一致しているっていうことでよろしいんですかね。

教育局の方では決めることがなく、もう準備委員会で決めるっていうこと

でよろしいですか。 

委員長：よろしいですか。はい。 

委員：我々でその学園名を決めるバージョンと、教育委員会さんの方で名前を

決めてもらうバージョンで、その時間的にジャージに名前を入れられるか

どうかの話あったじゃないですか。スケジュールに差って出てくるんでし

ょうか。決まる時期っていうか。こっちで決めたらが遅くなっちゃうとか、

そういうことってあるんでしょうか。 

事務局：前回メーカーさんのお話では、３月の末までに決まればっていうお話

だったと思うので、教育局の方で出たとしても、最後、３月の教育委員会

にかければできる可能性があるので、それはお話してみますけども、今回、

後ろを見ていただいて、一番最後の下に書いてある研究学園。これについ

ては、先月の教育委員会で正式決定したところですかね。それを今、３月

までっていうのを聞いている中で、３月の教育委員会かけられるかってい

うのはちょっと何ともお伝えのしようがないところではあります。どのみ

ち皆さんで決めていただいても、教育委員会にかけなきゃいけないので。

それがいつの教育委員会にかけられるかっていうことにはなりますけど。

基本的には、教育委員会って 20 日からそれ以降やるんですけど、仮に例え

ば今月の話でいきますと、26 か 27 ぐらいだったと思うんですけど、それ

にかける議案なので、15 ぐらいまでに出さなきゃいけないので、それより
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前にまず決まってることが条件ですね。今月やる場合は、かつ、15 日まで

には決まってなきゃいけないんですけど、そのもっと前に、８月の上旬ぐ

らいとかに決まってないと、そこから教育委員会かける前に、特別職とか

に全部報告してから、了承をもらう必要があるので、時間が必要になって

しまいますので、教育委員会にかける２ヶ月ぐらい前には決まっていない

とですね。ただ９月の教育委員会かけるんであれば７月の終わりぐらいま

でに決めてないと、９月の教育委員会ではかけられなくなってしまいます

かね。大体それぐらい余裕を持ってもらわないとちょっと厳しいかなと思

います。なので３月にかける場合ですと、１月には決まってないとちょっ

と厳しいですかね。 

委員：みどりの南が小学校、中学校っていうのはある程度、皆の同意が得やす

かっていうのがあると思うんですけど、学園名で最初からアンケート出し

てねってなると、またいろんなものが出すぎて埒が明かなくなっちゃうよ

うな、恐れもあるような気がするので、全部が１票１票とか、そこからま

た選ぶっていうのは公平性が難しいのかなと思います。だから、できるん

であればこの何種類か挙げて、そこから選んでいただくという形がいいと

思います。じゃあ、誰がどういうふうに挙げるのかってのはあると思いま

すけど。 

委員長：ここで全部決めちゃうんじゃなくて、最終的にはアンケートをとって、

子供たちとか、保護者の方に決めていただく。という方がいいですかね。

ここでこの学園名決めましたっていうのはちょっと重いかなって。そうな

ると、アンケートを取るための、学園名の候補は子供たちに投げるのでは

なくて、ここである程度作って、アンケートを取るのか、全部もう投げち

ゃって、何学園がいいですかって子供たち、地域の人に聞いてそれをアン

ケート項目にして再度アンケートを取るという方がいいのか。どっちがい

いんでしょうね。A、B、C のいずれがいいですかね。 
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事務局：２回アンケートとりますから。例えば１回いろんなものを聞いて、色

々出てくるものがあって、10 個をここで選んで、10 個をアンケートにかけ

ようとかっていう形になるのが B ですよね。 

委員長：挙がってきたものをここで選定するのが C。 

事務局：そうですね。ただその場合は、C の場合には、例えば一番多いものを

選ぶのか、一番多いものじゃなくて、２番目、３番目を選ぶかっていうこ

とも C ではあると思います。 

委員長：方法について、ご意見ありますか。 

委員：何もないところから考えるのは難しいので、過去に学校名を集めた時の

で、なんかいいのがあったらそれをスタートラインにするとか、或いは、

過去出たけれどもボツになったものを聞いてみるとか。だから結局、漢字

を選ぶのでいい感じのを２つなり、３つなり、合わせてみて、それを候補

として出すのはどうでしょうか。 

委員長：学校名聞いた時のを使うっていう方法。はい、お願いします。 

委員：つくば市で小中一貫教育がスタートした頃に、学園名どうしましょうっ

ていう話が出た時に、もしかしたらこの場で一度申し上げてるかもしれな

いんですけど、子供たちとか、保護者の方、また広げて地域の方まで、ご

意見を伺ったっていう経緯があったかなあっていうふうに思うんです。だ

から、実際に子供たちがこんな学園名がいいよねっていう思いは多分ある

と思うので、そのところを吸い上げるところも大事なのかなって思うんで

すけど。ご検討いただければと思います。以上です。 

委員長：改めて思いを聞く。 

委員：今ここに、前回のその学校名学園名はどんなのがいいですかってイメー

ジを持ってる子がいるかっていうと、あんまりそういう気はしないです。

学園名って何っていうところから、きっとそんなに違わないんだとすると、

結局漢字で選ぶとなると、低学年の子は選べるものが少なくなってくるん
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でしょうし。 

委員：事務局さんに１つお聞きしたいんですが、この何とか学園っていうのは、

何をもって、グループに入ってるんですか。これは地区で分けてるんです

か。それで学園を作ってるんですか。 

事務局：そもそもとして、この学園ができる前は、例えば谷田部小、谷田部南

小、柳橋小はみんな谷田部中に上がるっていう形なんですね。どの学園も、

この小学校がこの中学校に行くっていうのが大元だったので、それで小中

一貫をやっていたのでそれを学園にしてるところですね。他の市町村でも、

小学校卒業したら、この中学校に行くっていうのはありますよね。その中

学校のグループが学園としてなっているだけですね。 

委員：じゃあ学園名って、これ要るんですか。要らないですよね。要りますか。

小中一貫ですか、今度の学校は、違うんですよね。 

事務局：小中一貫です。 

委員：小中一貫ですか。それはいいんですけど、横にある学校に行くってわか

っていて要るのかな。これそもそも要るんですか。 

事務局：谷田部南小も一緒の学園になるんですけど。 

委員：でも、もう行きますよね。横に、小学校に通って中学校。中学がわかる

ための、学園名を付けるんですよね。 

事務局：中学校がわかるっていうわけじゃなくて、小学校と中学校で合わせて

小中一貫っていう教育をやっているので学園名がついています。 

委員：アンケートで集めると、アンケートから多数決でさらに２段階目の学園

名を取るとなると、やっぱりちょっと危険な気がします。 

委員長：学園っていうのは、その学園で検討して学び方が同じだよ。小学校３

つぐらいあって、バラバラな学びをしてくるわけじゃなくって、その学校

ごとに特色あるけれども、だけど、学び方が検討して同じようになる。小

中一貫だから、どこを取っても子供が不安にならないような学び方をして
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るわけですよね。９年生も６年生も５年生も、概ねその同じ学び方をして

る。中学校から急にグループ学習なくなっちゃったとか、そういうのはな

い。そうやって、その学園で、検討しながら、ルールとか学び方を学園統

一でやってきているっていう流れがあるんですよね。だから要るかってい

うと、あくまで記号ですよね。だけど、記号にしたくないんですよ、新し

い学校の学園名は。記号にはしたくない。前回も言ったけど、こんな子供

に育って欲しい。まず国や県が正しいかどうかわかんないよ。だけど、求

めている子ども像って、社会が求めている子どもだってこんなんだよ。こ

ういうふうに育って欲しい。君たちには。というメッセージがある学園名

で谷田部南小も新しい学校も学んでもらいたいな。学園名に誇りを持って

３校が一緒に学びたいな。という学園名にすべきだと私は思っている。だ

から地域名をつけるとか、色とか、ものよりも、メッセージがある。きち

んと誰にでもわかる。こういうふうな子どもに、こういうふうな人間育っ

て欲しいんだなって学園名からわかる学園名が良いって思ってます。どう

せつけるならですよ。だから、子どもたちや地域の人からメッセージはも

らって。そのメッセージをもとに、私たちの中でも検討して、学園名を決

めるのが、私はベストかなって個人的には思っています。はい、どうぞ。 

委員：です。そうですね、今こうやって学校名とかもあって、谷田部中、谷田

部南小は輝翔学園っていう感じで、出てるんですけど、やっぱりこれ、周

りから見るとすごいかっこいいねっていうふうに、結構言われることが多

くて、他のはもう中学校の名前がついてんじゃんみたいな。そんな感じで

言われてるので、委員長が言ってるみたいに、やっぱその希望みたいなも

のを字に載せると、響きももちろん良いし、思いも伝わるのかなっていう

ふうには思います。 

委員：学校側でアンケートを取る時に、その説明してもらった上で取ってもい

いのかなと思ってまして。時期的にも２回アンケート取ったとしても、間
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に合う。11 月なので。全然いけるのかなと。２回取って、意見を吸い上げ

た方がいいのかなというふうに思っていて。突拍子もないのが出てきたと

しても、多分それ少数意見になると思うので、またジャージの時みたいに

上位何個とか決めて、再アンケートとったら子供たちの意見も反映されて、

いいのかなというふうに思いました。 

委員：アンケートを取るときに、対象はやっぱり子供たちなんでしょうか。そ

れとも、保護者、地域の方々、どちらかというと、メッセージとしては、

委員長がおっしゃってたような理念というか、目指すものなのであれば、

子どもに取るよりかも、対象は大人なのかなという気もするんですけど。 

事務局：よろしいですか。今、お話されたものは例えば B で行った場合に、公

募が２回ありますよね。２回ともを想定してますか。今、保護者とか地域

の方に聞くっていうのはどちらを想定されてますか。最初の方の公募を想

定されてるのか、後なのか、それとも両方ともなのか。 

委員長：最初の公募だと思っているんですけど、最初はだから、単語かもしれ

ないし、それから文章なってるかもしれないし、そういうのを子どもや保

護者から抽出するための公募をして、ここで、検討して、学園名としての

形に何個かにして、もう１回アンケートを取って決めていく。という流れ

を想定していたんですけど。そんな感じですか。 

委員：その学校名を聞いたときに、熟考された方っていうのはみどりの南小学

校、中学校じゃないものを入れてると思うんですね。もう１回取る必要が

あるのかなっていうのがあって。もう出てきてるものがありますと。そこ

からこうエッセンスをピックアップするんであれば、最初に皆さんに出し

てきていただいたものをここで揉む。それで、１個ではなくて、複数作っ

て、そこをアンケート１回取るというのはどうかなと思います。 

委員長：アンケートは１回ですよね。だけど、意見を抽出するのに、何か聞き

ますよね。子供とか。だから、２段階なんじゃないの。 
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委員：今の意見はもう学校名決めてたときにいろんな子供たちからの声がもう

出てきてるので、それをもとに、ここで、まずもう決めちゃって、候補を

何個か挙げて、そこからアンケートを１回取って、決めたらいいんじゃな

いかなっていう話ですよね。 

委員：その時になんですけど、やっぱりこれは準備委員会の中で協議されたこ

となので、漢字でなければならない。つくば市はグローバルな人がたくさ

ん住んでたりしますが、漢字じゃないと駄目。 

委員長：望ましいって書いてあるんです。 

委員：望ましいだから変えてもいいんですか。でも英語は使わないとか、これ

参考資料ですが。 

事務局：基本的にローマ字は難しいと思います。というのは、今まであったロ

ーマ字を全部取ってますから。それまでは吾妻学園とか竹園学園ってロー

マ字だったと思いますが、それを全部なくして、この漢字になっているの

で、ローマ字は多分つけられないとは思います。それとよろしいですか、

先ほどの、今までの校名の中からっていった場合に１つだけ危惧するのは、

校名やったときに、みどりの南小中って決まりましたけど、それ以外のも

ので出されてた場合には、これが今正式決定したので、これに対してやる

っていうのとはちょっと変わってくる部分があるのかなって気はしますけ

ど。そこだけが心配なのと、あともう１つ。アンケートを取る際には、最

初に公募する場合でも何個から、アンケートを取る場合でも必ずお子さん

には聞いていただきたい。これが、全く子どもに聞かない場合には、通ら

ない可能性が高いです。 

委員：はい。別の具材としてやっぱり新しく取り直した方がいいなってちょっ

と思う理由としては、学校名決めるときのやつっていうのは、結局上位は

みどりの南に決まったわけなんで、あんまりばらつきなくて、そのばらつ

きがあったのは斬新なというかそういうのが多かったと思うので、そうす
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ると斬新なやつが選ばれちゃうし、これは学校名の時に出したやつだよね

みたいな、多分覚えてると思うので。学園名は学園名で取ってあげた方が

いいのかなとちょっと思うんですけども、はい。 

委員長：地名とか、そうなのねっていうものしか多分出てこないと思うんです

よ。だから、質問の仕方が問題だと思います。どんな人になりたいのとか

何を目指すのとか、そういう聞き方をしないと、みんな色とか地名とかに

なっちゃう。だから、聞き方をきちんと考えて、アンケートっていうか、

元になる言葉を集める。ある程度こっちの意図を示してアンケートを取ら

ないと、バラバラになっちゃう。 

事務局：はい、事務局です。研究学園の学園名は学校が始まってから、研究学

園の小学校と中学校の方に公募のような形でかけて、子供の中から、この

案が上がってきたという経緯があります。公募は書き方としてはこんな形

ではないんですけども、学年の方を絞って、高学年向けにかけました。 

委員長：応募用紙のその文言は、しっかり吟味したものでやる。新しい学園名

を四角の中に書いてねでは、難しいと思います。意図を持った学園名には

ならない。公募をかける時の文言は慎重にやっぱりここで、考えたもので

公募を取るべきだと思います。 

委員：質問なんですけども、先ほど言われて気づいたんですけども、確かにそ

のアンケートを取る前に、やっぱり何でしょう、新しいそういう名前を付

けたいのであれば、本当地名とかになっちゃった場合ってどうするんでし

ょうかね。 

委員長：地名や、響きだけとか、色とか、そういうものが出てこないような文

言で聞いてあげないといけない。こちらの意図を示したアンケートじゃな

いといろいろ出てきちゃうと思います。アンケートってそういうもんです

よね。意図があって取るから、しっかりその設問は考えないといけない。 

委員：ここでもう、これいいねって考えたものを、イエスかノーのアンケート
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ぐらいにしないと、せっかくここで考えてやったのにもったいないなって

思います。制服はあれでしたけど、体操服は、えって思うような結果がた

くさんあったので、なので、難しければとりあえずがもう市役所側からど

んな案が出てきますかっていうのをもらって、それは決して決定にはしま

せんけど参考にくださいっていうのはできないんですか。どんなのが出て

くるかなっていうのを見たい。 

事務局：何とも言えないんですね。それでいくと、もう C しかないですね。先

ほどこちらでっていうのは A のパターンですよね。その場合にはこちらで

ちょっとお出しできるかどうかは、今のところ何ともお伝えのしようがな

いですかね。こちらに聞くのは A ですよね。なので、こちらの出した時に

もさっき言った A でアンケートを取りますから、一番多いっていうものを

選ぶことになれば、さっき言った思わぬ形になるかどうかわからないです

けどね。 

委員：研究学園の時みたいに、もし公募で案を募る場合って、生徒全員に聞か

ないと駄目ですか。低学年を抜いて研究学園がやったみたいに抽出して確

認っていうのはできるんですか。それとも全員に聞いたほうがいいんです

かね。 

事務局：子どもに聞いたかっていうことが前提になるので、全員じゃなくても

いいかなとは思いますけども、今のところ何ともちょっとお伝えしようが

なくて。 

委員：低学年とかに聞いちゃうとやっぱり地名とか色とかになっちゃって、そ

れが挙がってきやすいから、もうちょっと考えられる高学年とかに絞って、

確認してそこで揉むっていう方がこっちの意図としては取りやすいんじゃ

ないのかなと思うんですけど。 

委員長：順位をつけるようなアンケートは取らないで、公募で、ある程度学年

を絞った上で、アイディアをいただいて、そのアイデアをもとに、ここで
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学園名を決めればいい。それが C ですよね。そういう形が妥当ではないか

なと思うんですが、どうですか。でもアイディアをもらって、ここで揉ん

で、３個か４個か決めて、再度これどうかなって B みたいに聞いて、決め

るという方法もあると思うんですけど。B か C ですよね。どう考えても。

学年を絞っていくっていうことは、それでよろしいですかね。そうしたら、

アンケートの公募の形式、公募用紙については、考えてきますので、次回

ここでこんな公募用紙でどうでしょうかって示す形でもいいですか。ちょ

っと参考例を作ってきますので。それをもとに、次回考えていただけると

いいかなと思うんですが、よろしいですかそれで。 

事務局：ということは、次回に B か C を決めるってことでよろしいですか。 

委員長：それも含めて再確認しますか B か C かね。 

事務局：B か C かどちらかにする場合には、今言ったような何個か選ぶパター

ンもできますし、出てきたものをこっちでくっつけちゃって、新たに作っ

たものを公募するっていうこともできますけども、B と C の違いで、B だと

挙がってきたものを一番多いものを選ばなきゃならないかどうかっていう

問題が出てきますし、C だと挙がってきたものを今度またこっちでくっつ

けちゃって、これにしたっていうことはできると思いますけども、その差

が多分出てくるのかと思うんですよね。さっき言った想定してなかったも

のが一番多くなって選ばざるをえなくなるかもしれないのが B ですし。た

だ、一番多かったものをまたさらに委員会でくっつけちゃうかどうかって

いうことはまだ微妙ですけども、その話になるので、B と C は基本的に行

くと、一番多いものへ選ばなきゃならなくなるかもしれないのが B ですし、

こっちで最後、アンケート取ったものはもう素材として、一番多いものを

選ぶのか。何番目でもいいですけど、良かったものをこっちでくっつけち

ゃって、新たなもの作ったものを決定させるかも C かもしれないですけど。

その辺もあると思うので、まずアンケート用紙の案を作っていただいた上
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で、皆さんで次回 B か C かを選ぶっていうことでよろしいですか。 

委員長：よろしいですか。ただいっぱい上がってきたものが、それがいいって

わけじゃないからね。子供に聞いたっていう事実を残さないといけません。 

委員：その素材をもらうときに、先生方の１票もいただいたりとかできないん

ですか。みどりの学園と谷田部南との。あんまりこう理解がないのかもし

れないんですけれども、現状。ただ、教育者として、子どもに何をってい

う。 

委員長：方法についても次回、方法も含めて、あと公募する範囲も教職員も含

むのかっていうところも含めて次回決定していきたい。そのための応募用

紙の形式を提案したいと思います。B か C かも含めて、あとは A ダッシュ

みたいな。方法についてもそこで決めます。以上です。 

事務局：事務局です。委員長、議事の進行ありがとうございました。次回の委

員会の日程なんですけども、９月の 25 日の月曜日。議題としては学園名の

みに絞って行いたいと思います。ではこれにて第 14 回（仮称）みどりの南

小学校、みどりの南中学校の開校準備委員会を終了したいと思います。皆

様本日はありがとうございました。 

４ 閉会 

 


